
自衛隊の中東海域への派遣命令の撤回を求める申入書

１ 安倍内閣は、２０１９年１２月２７日、自衛官２６０名、護衛艦１隻を新

規に中東地域に派遣し、すでに海賊対処行動に従事している哨戒機１機を中東

海域へ転用する旨の閣議決定を行った。

自由法曹団は、同日、同閣議決定に抗議するとともに、自衛隊の派遣中止を

求める声明を発表したが、自衛隊の中東海域への派遣を中止しないばかりか、

河野防衛大臣は、２０２０年１月１０日、自衛隊に派遣命令を発出し、派遣を

強行しようとしている。

２ 米国は、上記閣議決定後の２０２０年１月２日、イラン革命防衛隊のガセ

ム・ソレイマニ司令官を空爆（以下、「本件空爆」という）によって殺害した。

そして、イランは、本件空爆に対する「報復」として、同月８日、十数発の

弾道ミサイルを発射し、米軍が駐留するイラク西部のアサド空軍基地及び同国

北部のアルビル基地を爆撃した。

両国の武力行使により、緊張がますます激化しているが、そもそも両国の関

係が悪化したきっかけはトランプ政権がイラン核合意から一方的に離脱したこ

とである。また、本件空爆は、国連憲章及び国際法に違反する先制攻撃であり、

何らの正当性もない。

米国は、軍事力行使を直ちにやめ、イラン核合意に復帰すべきであり、国際

社会は、これ以上の"暴力の連鎖"が引き起こされないよう外交努力を尽くさな
ければならない。

３ 自由法曹団は、２０１９年１２月２７日の時点で、既に中東情勢は緊迫し

ており、自衛隊の中東海域への派遣は、「情報収集活動」にとどまらない危険

性が高い等の理由から閣議決定に反対したが、現在の中東情勢は、その時点と

比べても極度に緊迫した状態にある。

にもかかわらず、河野防衛相は、２０２０年１月１０日、海上自衛隊の護衛

艦１隻と哨戒機２機の中東への派遣命令を発出した。現在の中東情勢の下での

自衛隊の中東海域への派遣は、中東地域の緊張をいっそう高めるばかりか、日

本が米国の誤った中東政策を賛同する国として、米国の戦争に巻き込まれる危

険性を高めるものであり、絶対に派遣を許してはならない。

４ 日本は、憲法９条の理念に基づき、両国との信頼関係を活かしながら、対

話と外交による平和的解決を目指すべきである。

自由法曹団は、米国及びイラン両国に対して自制を求めるとともに、憲法を

踏みにじる自衛隊の中東海域の自衛隊の派遣に断固反対し、改めて閣議決定及

び防衛相の派遣命令に強く抗議し、防衛大臣において１月１０日になした派遣

命令を撤回し、自衛隊派遣の中止を求める。
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